
 

九重町アスベスト分析事業補助金交付要綱 

平成２６年 １月２７日 

九重町告示第５号 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、吹付けアスベスト等の分析調査に要する費用の全部又は一部を支援

することにより、町民の健康の保護及び安全安心な生活環境の保全促進に役立てること

を目的に予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助

金等交付規則（昭和６３年九重町規則第２号）に定めるもののほか、この要綱の定める

ところによる。 

(補助対象事業) 

第２条 補助対象事業は、吹付けアスベスト等が施工されているおそれがある町内の民間

の建築物の吹付け建材について行うアスベスト含有の有無に係る調査を実施する事業と

する。 

(補助対象者) 

第３条 補助の対象者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいずれかに該当する

者で、かつ、補助事業をアスベストに関する専門分析機関（以下「専門分析機関」とい

う。）に委託する者とする。 

(１)建築物の所有者 

(２)建築物の管理者（建築物の所有者と管理者が異なる場合に限る。） 

(３)前各号のほか、建築物の保全を主たる目的として町長が特に認める者 

２ 専門分析機関は、「建材中の石綿含有率の分析方法について（平成１８年８月２１日付

け基発第０８２１００２号厚生労働省労働基準局長通知）」、「建材中の石綿含有率の分析

方法に係る留意事項について（平成１８年８月２１日付け基安化発第０８２１００１号

厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知）」及び「石綿障害予防規則第３

条第２項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について（平成２０年２

月６日付け基安化発第０２０６００３号厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策

課長通知）」に規定する分析方法により分析する機関とする。 

(補助対象経費及び補助金の額) 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業に

要する経費とする。 

２ 補助金の額は、補助対象経費の１０分の１０以内の額（当該額に１，０００円未満の

端数が生じた場合は、これを切り捨てた額）とし、その限度額は、１棟あたり２５０，

０００円とする。ただし、これによりがたい場合は、別に定める額とする。 



(補助金交付申請) 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「補助金交付申請者」という。）は、補助

事業に着手する前に九重町アスベスト分析事業補助金交付申請書（様式第１号。以下「補

助金交付申請書」という。）に町長が必要と認めた書類を添えて、町長に提出し、その承

認を受けなければならない。 

２ 町長は、毎年度、補助事業の募集件数を定めて補助対象者を募集するものとし、補助

対象者は、原則として町長が当該補助事業の募集を行う年度（以下「募集年度」という。）

の１月末日までに町長に提出しなければならない。 

(補助金の交付決定) 

第６条 町長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査の上、九重町アス

ベスト分析事業補助金交付決定通知書（様式第２号）又は九重町アスベスト分析事業補

助金不交付決定通知書（様式第３号）により、原則として当該補助金の交付申請を受け

た日から３０日以内に補助金交付申請者に通知するものとする。 

２ 補助金交付申請者は、前項による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助

金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金交付決定

の日から１５日までに、九重町アスベスト分析事業補助金交付決定取下げ申請書（様式

第４号）により取下げをすることができる。 

３ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決

定はなかったものとみなす。 

（事業内容の変更） 

第７条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、事業の内容を変更しようとするときは、次の各号によらなければならない。 

(１)補助金の額に変更を生じない場合の変更 

補助事業者は、事業の内容を変更しようとするときは、九重町アスベスト分析事業内

容変更承認申請書（様式第５号）を提出し、町長の承認を受けなければならない。 

(２)補助金の額に変更を生じる場合の変更 

補助事業者は、九重町アスベスト分析事業補助金交付変更申請書（様式第６号）を提

出し、町長の承認を受けなければならない。 

（事業完了期日の変更） 

第８条 補助事業者は、補助事業が補助金交付決定通知書に付された期日までに完了する

見込みがないときは、速やかに九重町アスベスト分析事業完了期日変更報告書（様式第

７号）により町長の承認を受けなければならない。 

（補助事業の中止又は廃止） 

第９条 補助事業者は、補助金の交付決定通知を受けた補助事業について、中止又は廃止

しようとするときは、あらかじめ九重町アスベスト分析事業中止（又は廃止）承認申請

書（様式第８号）を町長に提出し、その承認を受けなければならない。 



（補助事業の変更、中止又は廃止の承認通知） 

第１０条 町長は、第７条第１項第１号、第８条及び第９条に規定する申請があったとき

は、その内容を審査の上、適当と認めたときは、九重町アスベスト分析事業変更・中止

承認通知書（様式第９号）により補助事業者に通知するものとする。 

（交付決定の変更通知） 

第１１条 町長は、第７条第１項第２号の申請があった場合において、必要と認めるとき

は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくはその決定の内容又はこれに

付した条件を変更し、その旨を九重町アスベスト分析事業補助金交付決定変更通知書（様

式第１０号）により補助事業者に通知するものとする。 

(実績報告) 

第１２条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、九重町アスベスト分析事業実績報

告書（様式第１１号。以下「実績報告書」という。）に町長が必要と認めた書類を添えて、

町長に提出しなければならない。 

２ 実績報告書は、原則として、事業の完了後３０日以内又は募集年度の２月末日のいずれ

か早い日までに町長に提出しなければならない。 

(補助金の交付額の確定) 

第１３条 町長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上、

九重町アスベスト分析事業補助金交付額確定通知書（様式第１２号）により、原則とし

て、当該補助金の交付額を３０日以内に補助事業者に通知するものとする。 

（是正のための措置） 

第１４条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合に

おいて、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した

条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置

をとるべきことを補助事業者に対して指示するものとする。 

２ 第１２条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業について準用する。 

(補助金の請求) 

第１５条 前条の規定により補助金の交付額の確定通知を受けた補助事業者は、九重町ア

スベスト分析事業補助金請求書（様式第１３号）を募集年度の３月１５日までに町長に

提出しなければならない。 

(交付決定の取消し等) 

第１６条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金

交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が

交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。 

(１)規則及びこの要綱の補助金交付の条件に違反したとき。 

(２)この要綱により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。 

(３)その他補助事業の施行について不正の行為があったとき。 



(関係書類の保管) 

第１７条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の帳簿並びに証拠書類を整備し、

補助事業終了年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。 

(その他) 

第１８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

   附 則 

 この告示は平成２６年４月１日から施行する。 

 


